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Ⅰ処遇改善加算の
概要
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〇処遇改善加算とは
処遇改善加算とは、介護職員の賃金改善を目的として平成２４年に

はじまった制度です。

平成２３年の「介護職員処遇改善交付金」を前身とし、令和３年に
経験・技能のある介護職員を対象とした「介護職員等特定処遇改善加
算」が、令和４年には政府の「コロナ克服・新時代開拓のための経済
対策」を踏まえ、臨時介護報酬改定で「介護職員等ベースアップ等支
援加算」が創設されました。
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Ⅱ介護職員等ベース
アップ等支援加算に
ついて
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〇「介護職員等ベースアップ等支援加算」取得要件

■取得要件

①処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのいずれかを取得していること。

②賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等の「基
本給」又は「決まって毎月支払われる手当の引き上げ」に使用するこ
と。
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〇「介護職員等ベースアップ等支援加算」取得要件

■対象となる職員

・介護職員

・事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入
を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

介護職員等ベースアップ等支援加算は、要件さえ満たせば、対象と
なる職種や配分ルールに特段の指定はありません。他の処遇改善加算
のように、細かいルールがないのが特徴です。
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〇介護職員等ベースアップ等支援加算
本市において、「介護職員等ベースアップ等支援加算」は令和６年１月時点で

の事業所が取得しています。

ぜひ介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していただきますようお願いいた
します。

算定要件や届出に必要な書類等、ご不明な点がございましたら指導監査室介護担
当にお問い合わせください。


